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淡路夢舞台事業譲渡契約書（案）1 

 

株式会社夢舞台（以下「甲」という。）と◆◆◆（以下「乙」という。）は、甲の［ホテル］

事業（以下「譲渡対象事業」という。）を乙へ譲渡すること（以下「本事業譲渡」という。）

について、以下のとおり合意に達したので、ここに淡路夢舞台事業譲渡契約書（以下「本契

約」という。）を締結する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 本契約に定める内容について、公募手続において実施する競争的対話等を通じて本事業に関して合意した事項に基づ

き、追加又は変更することがあります。 
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第１章 事業譲渡 

（事業譲渡日） 

第１条 甲は、本契約に定める条件に従い、本事業譲渡を実施する日（以下「譲渡日」とい

う。）である令和●年●月●日午前０時をもって、本事業譲渡を行い、乙は譲渡対象事業

を譲り受ける。 

（譲渡対象資産等） 

第２条 本事業譲渡において譲渡対象となる資産及び権利等（以下「譲渡対象資産等」とい

う。）は現金・預金を除いた譲渡日前日に甲が所有する別紙１、２、３に記載した本事業

を構成する一切の資産、債務、契約等とする。 

２ 甲は、乙に対して、譲渡対象資産等を譲渡日の現状有姿のまま引き渡し、譲渡対象資産

等の種類、品質若しくは数量又はこれらに関する権利の内容が本契約の内容に適合しない

場合であっても、当該契約不適合を原因として乙に生じた損害、損失及び費用について、

担保責任その他一切の責任を負わない。 

３ 甲は、本事業譲渡にかかわらず、乙に対して会社法第 21 条の規定による競業避止義務

を負わない。 

（譲渡価格及び支払方法） 

第３条 本契約に従い、乙が本事業譲渡の対価として甲に対し支払うべき金額（以下「本件

譲渡価格」という。）は、以下の金額とする。 

本件譲渡価格＝①＋②＋③ 

①：金［ ● ］円に、本契約締結時点において、譲渡日の前日（以下「本調整基準日」と

いう。）時点の譲渡対象債務として見込まれる金額（以下「譲渡対象債務見込額」と

いう。）を控除した金額（以下「本件譲渡基準価額」という。） 

②：譲渡対象債務見込額から、実際の本調整基準日時点の譲渡対象債務の総額を控除した

額 

③：本調整基準日時点の譲渡対象流動資産の帳簿価額（②及び③の合計額を以下「本調整

額」という。）。 

２ 乙は、甲に対し、甲の指定する方法により、甲の指定する日までに、本件譲渡基準価額

を支払うものとする。 

３ 甲及び乙は、前項に基づく本件譲渡基準価額の支払後において、本件譲渡価格の確定後

速やかに、以下に定める方法により、本調整額及び本件譲渡価格に係る消費税及び地方消

費税相当額を精算する。 

(1) 本件譲渡価格が、本件譲渡基準価額以上である場合には、乙は、甲に対し、甲の指定

する方法により、甲の指定する日までに、本調整額並びに本件譲渡価格に係る消費税

及び地方消費税相当額（以下「本消費税額」という。）の合計金額を支払うものとす

る。 

(2) 本件譲渡価格が、本件譲渡基準価額未満である場合であって、本調整額の絶対値に相
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当する額が本消費税以下である場合には、乙は、甲に対し、甲の指定する方法により、

甲の指定する日までに、本消費税額から本調整額の絶対値に相当する額を控除した額

を支払うものとする。 

(3) 本件譲渡価格が、本件譲渡基準価額未満である場合であって、本調整額の絶対値に相

当する額が本消費税を上回るときは、甲は、乙に対し、別途合意する時期及び方法に

おいて、本調整額の絶対値に相当する額から本消費税額を控除した額を支払うものと

する。 

４ 乙は、第２項の代金を同項において甲の指定する日までに納入しないときは、当該納入

期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、年 10.75%の利率で計算した遅延利息を、甲

の指定する方法により、納入しなければならない。 

５ 乙は、第１項に規定する本件譲渡基準価額の 100 分の 10 以上の額を契約保証金（以下

「保証金」という。）として甲と本契約の締結と同時に、甲に納付するものとする。ただ

し、当該保証金に関する利息は付さないものとする。 

６ 前項の保証金の取扱いは以下のとおりとする。 

(1) 譲渡日までに乙の責めに帰すべき事由を原因として、第 18 条第１項及び第２項の

規定に基づき本契約が解除された場合には、甲は、保証金を甲に帰属させることがで

きるものとする。なお、かかる場合において、解除に起因して甲が被った損害額が保

証金の額を上回るときは、乙は、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならな

い。 

(2) 前号以外の場合で、譲渡日までに契約が終了した場合、甲は、乙に対し、保証金を

返還するものとする。 

(3) 譲渡日において本事業譲渡が実行された場合には、保証金は本件譲渡価格の支払

の一部に充当されるものとする。 

７ 第３項及び第５項に基づく本件譲渡価格及び保証金の支払に要する費用については乙

の負担とする。 

８ 第５項から第７項は、第 20 条第１項の規定にかかわらず、本契約の締結日より効力を

生じる。 

（費用等の帰属） 

第４条 甲及び乙は、本事業譲渡に関わる費用等に関し、以下のとおり負担するものとする。 

(1) 本事業譲渡に係る引渡し（本事業譲渡に伴い必要となる対抗要件具備に必要な行為

を含む。）に伴う費用は、乙の負担とする。 

(2) 甲が対抗要件具備に関して何らかの費用を支出したときは、乙は甲からの請求に基

づき、甲に対し当該費用について償還するものとする。 

(3) 本事業譲渡に伴い行われる登記に係る登録免許税等の税金は、乙の負担とする。 

(4) 本契約に必要な印紙は、乙の負担とする。 

(5) 本条第１号から第４号に規定のほか、本事業譲渡に係る費用等が発生する場合は、甲
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及び乙がそれぞれ負担するものとする。 

２ 本契約で別途定める場合を除き、譲渡対象事業に関し、譲渡日前日までに発生した費用

及び収入は甲に帰属し、譲渡日以降に発生した費用及び収入は、乙に帰属する。甲及び乙

は、当該収入及び費用の具体的な精算方法について、別途協議の上定める。 

（譲渡対象資産等の引渡し） 

第５条 甲は、乙に対し、譲渡日に、第 10条に定める前提条件が充足されていることを条

件に、乙が本件譲渡基準価額を甲に支払うのと引換えに、譲渡対象資産等を引渡すものと

する。 

（債務の引継） 

第６条 乙は、譲渡日現在の譲渡対象事業に関連する債務（以下「譲渡対象債務」という。）

として別紙２に掲げる債務について、次項に基づく相手方当事者の承諾が取得されている

ことを条件に、免責的に承継するものとする。 

２ 前項に伴い、甲は、譲渡日までに、前項に定める譲渡対象債務の承継について、譲渡対

象債務の相手方当事者からの承諾を取得するように最善の努力をするものとし、乙はこ

れに協力する。 

（契約の承継） 

第７条 甲は、乙に対し、譲渡日現在の譲渡対象事業に関連する契約のうち、別紙３に記載

の契約（以下「本件承継契約」という。）について、次項に基づく相手方当事者の承諾が

取得されていること及び第 10 条に定める前提条件が充足されていることを条件に、乙が

本件譲渡基準価額を甲に支払うのと引換えに、譲渡日をもって、本件承継契約並びに甲の

本件承継契約上の地位及び本件承継契約に基づく権利義務を承継させ、乙はこれらを承継

するものとする。 

２ 前項に伴い、甲は、譲渡日までに、前項に定める本件承継契約の承継について、本件承

継契約の相手方当事者からの承諾を取得するように最善の努力をするものとし、乙はこ

れに協力する。 

（雇用承継） 

第８条 乙は、譲渡日までに、甲に勤務する従業員等（譲渡対象事業以外の業務に従事する

者及び採用内定者を含む）との間で、淡路夢舞台におけるホテル等の運営事業者公募に係

る公募要領（以下「公募要領」という。）において記載される条件を基本として別途個別

の雇用契約において定める条件で、雇用契約をそれぞれ新たに締結又は承継するものとす

る。ただし、甲に勤務する従業員等の内、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等

に関する法律(平成 12 年法律第 50号。以下「公益的法人等派遣法」という。）の規定に基

づき甲に派遣されている者及び兵庫県庁において相当期間の勤務歴を有する者について

は、この限りではない。また、継続して雇用する際、被雇用者本人の希望に沿う条件で雇

用するよう努めること。 

２ 乙は、当該従業員等との雇用契約を、公募要領において記載される条件を基本として別
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途個別の雇用契約において定める条件で維持する義務を負う。ただし、各雇用契約の相手

方従業員等から変更又は終了について同意を得た場合には、この限りではない。 

（許認可等の完了） 

第９条  甲及び乙は、本契約締結日以降に譲渡対象事業の継続・遂行に必要な法令に基づ

く許認可等の取得、権利の譲渡又は承継に要する関係官庁との事前協議、条件整備、届出、

承認の取得その他一切の行為を譲渡日までに完了するものとし、甲及び乙は、相手方の行為

に対して必要な協力を行うものとする。 

（前提条件） 

第 10 条  本事業譲渡の実行は、以下の各号に記載の全ての事項を前提条件とする。 

(1) 本事業譲渡に関する議案が、兵庫県議会において可決されていること。 

(2) 本契約に従い、乙が譲渡日以前に履行すべき義務に重大な義務違反がないこと。 

(3) 譲渡対象事業を遂行するに際して必要な許認可の取得及び届出等が完了しているこ

と。 

(4) 乙を構成する応募企業、応募グループ構成企業又は協力企業が、公募要領において示

された参加資格の全部又は一部を喪失していないこと。 

(5) 兵庫県（以下「県」という。）及び[（乙又は甲と乙が別に指定する者）]の間の●年

●月●日付淡路夢舞台県有財産譲渡仮契約（その後の変更等を含み、以下「県有財産

譲渡契約」という。）第８条に定める前提条件が全て充足されていること。 

（甲の譲渡日前の誓約事項） 

第 11 条 甲は、本契約締結日から譲渡日までの間、以下の各事項を行うことを誓約する。 

(1) 本事業譲渡が譲渡日において円滑に実施され、乙が譲渡日から譲渡対象事業を円滑

に運営することができるよう、乙の要請に応じて、適用法令の許容する範囲内で必要

な情報を乙に提供し、また、譲渡対象事業に関する施設及び設備への乙のアクセスを

合理的な範囲で認め、その他合理的な範囲でその準備作業に協力すること。 

(2) 本件承継契約に関し、第７条第２項の規定に従うこと。 

２ 甲は、乙の事前の書面による承認がない限り、以下の行為を行わないものとする。 

(1) 甲の過去の業務と整合し、業務上必要とされる場合及び本事業譲渡に係る公募にお

いて甲が開示した各種計画において予定されている場合、又は乙の提案内容を実行す

る上で甲が合理的に必要と判断する場合以外に、本件承継契約に関し、契約を締結、

修正、終了又は更新をすること。 

(2) 甲の過去の業務と整合し、業務上必要とされる場合以外に、本事業譲渡の対象として

予定されている譲渡対象資産等を第三者に譲渡し、移転し、又は担保を設定しその他

の処分を行うこと。 

３ 甲は、譲渡対象事業の営業状態又は財務状態に重大な不利益を及ぼす事象が発生した

場合は、速やかに乙に対し当該事実を通知するものとする。 

（甲の譲渡日以降の誓約事項） 
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第 12条  甲は、譲渡日以降、第５条に基づく譲渡対象資産等の引渡しについての対抗要件

の具備に関して乙に協力することを誓約する。ただし、譲渡対象資産のうち未登記物の

表示に関する登記及び所有権保存登記の手続きについてはこの限りではない。 

（乙の譲渡日前の誓約事項） 

第 13 条  乙は、本契約締結日から譲渡日までの間、以下の各事項を行うことを誓約する。 

(1) 本事業譲渡が譲渡日において円滑に実施され、譲渡日から譲渡対象事業を円滑に運

営するために必要な一切の準備作業を行うこと。 

(2) 譲渡対象事業を円滑に運営できるよう必要な許認可、届出、登録等を取得又は申請す

ること。 

(3) 本件承継契約の承継に関して、当該各契約の相手方当事者から、当該各契約が乙に承

継されることについて、甲が同意書を取得することに協力をすること。 

(4) 本事業譲渡の実行に関するスケジュールの調整において、甲と協議を行うこと。 

(5) 譲渡代金の支払いに必要な資金を譲渡日までに確保すること。 

(6) 譲渡対象事業の譲渡先の選定手続において甲が提示した一切の書類に記載された条

件、譲渡対象事業の譲渡先の選定手続において乙が甲に提出した提案審査における提

出書類及び当該提案に対する質問回答、乙が実施したプレゼンテーションの内容、甲

からの質問に対する回答（書面によるか口頭によるかを問わない。）及び乙が本契約

締結日までに甲に提出した一切の書類の内容（譲渡日前日までの期間に関するものに

限る。）（以下「本提案」という。）を遵守すること。 

(7) 県有財産譲渡契約の定めを遵守すること。 

（乙の譲渡日以降の誓約事項） 

第 14 条  乙は、譲渡日以降、以下の各事項を行うことを誓約する。 

(1) 譲渡日以後５年間において、甲の承認なくして、譲渡対象資産の一部である大磯寮の

土地・建物の用途変更を行わないこと。 

(2) 譲渡日以後５年間において、譲渡対象事業又は譲渡対象資産等の全部若しくは一部

を、甲の承認なくして、第三者に譲渡、担保提供その他の処分（譲渡と同視しうるよ

うな行為を含む）をしないこと。ただし、譲渡対象資産等の内、軽微な資産等につい

ては、この限りではない。 

(3) 譲渡日以後５年間において、第三者との合併、会社分割、株主構成等の重要な変更を

行う場合、あらかじめ甲及び県に通知すること。 

(4) 譲渡日以後５年間において、甲に対し、各事業年度の終了後 75日以内に、事業経営

計画、計算書類、年次報告書等の報告を行うこと。また、甲は必要に応じて、随時乙

に報告を求めることができる。 

(5) 本提案に沿った運営理念の下、事業を実施すること。 

(6) 淡路島地域全体への地域貢献に寄与する取組を行うこと。 

(7) 甲に勤務する従業員等（譲渡対象事業以外の業務に従事する者を含む）との間で、公
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募要領において記載される条件を基本として別途個別の雇用契約において定める条

件で、雇用契約をそれぞれ新たに締結又は承継するものとする。ただし、甲に勤務す

る従業員等の内、公益的法人等派遣法の規定に基づき甲に派遣されている者及び兵庫

県庁において相当期間の勤務歴を有する者については、原則としてこの限りではない。

また、継続して雇用する際、被雇用者本人の希望に沿う条件で雇用するよう努めるこ

と。 

(8) 甲の令和８年度決算報告等業務の円滑な引継ぎのために、雇用承継後においても一

部の従業員等に対して協力を求める可能性がある。詳細は、甲及び乙の間で協議を行

い、決定するものとする。 

(9) 譲渡対象事業におけるホテル事業について、譲渡日以前に発生した既存予約への対

応を行うこと。 

(10) 駐車場事業について、展望テラステナント従業員等の定期駐車券による利用を引き

続き認めること。 

(11) 電気、ガス、水道等の、夢舞台エリア全体での共有設備について、県、甲及び乙間

での適切な管理区分及び管理方法(管理体制・費用負担等)を設定した上で、利用・管

理を行うこと。 

(12) 淡路夢舞台の一体的運用を目的として設置される協議体への関与を含めた、淡路夢

舞台全体の一体的な運営に貢献すること。また、本提案に基づき、甲及び県並びに乙

の間で合意された協議体への関与方針に従うこと。 

(13) 県有財産譲渡契約の定めを遵守すること。 

（関係書類等の引渡し） 

第 15 条  甲は、乙に対し、第 10条に定める前提条件が充足されていることを条件に、乙

が本件譲渡基準価額を甲に支払うことと引換えに、譲渡日前日において甲が所有し、譲

渡対象事業の用に供している帳簿・図面・電子データ等のうち、譲渡対象事業の実施に

おいて合理的に必要なもの（以下「関係書類等」という。）を引渡し、乙は、関係書類等

を受領後、甲に対し、受領書を交付するものとする。甲は、当該引渡後に関連書類等の

欠落又は不備が発見された場合には、乙の書面による通知後、合理的期間内に当該関連

書類等の補完又は訂正に努める。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、関係書類等中に乙に承継しないことが適当と認めるも

のがある場合は、当該関係書類等を乙に承継しないものとする。 

３ 本条第１項の規定にかかわらず、乙は、関係書類等中に乙が承継することが適当でない

と認めるものがある場合は、その承継について甲と協議することができる。 

４ 甲は、前項の協議の結果、乙が当該関係書類等を承継することが適当ではないと認める

場合は、当該関係書類等を乙に承継しないものとする。 

５ 関係書類等に含まれる個人に関する情報について、甲及び乙は、個人情報の保護に関す

る法律（平成 15 年法律第 57号）その他の関係法令の規定に基づいて管理する。 
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６ 乙は、譲渡日以後５年間は、承継した関係書類等を善良なる管理者の注意義務をもって

保存するものとする。 

７ 甲は、本事業譲渡後に関係書類等を参照又は利用する必要がある場合は、あらかじめ乙

の承諾を得て参照又は利用できるものとする。なお、乙は合理的な理由なくして承諾を留

保してはならないものとする。 

（善管注意義務） 

第 16 条  本契約締結後、譲渡日までの間、甲は、譲渡対象事業について善良なる管理者に

おける注意義務をもってその業務を行い、かつ、譲渡対象資産等を通常の稼働状態にお

いて維持する。 

（危険負担） 

第 17 条  本契約締結後、譲渡日までの間に、譲渡対象資産等が甲の責めに帰すべき事由に

よらずに滅失又は毀損した場合本件譲渡価格について甲及び乙は協議する。 

２ 前項に定める場合を除き、甲について前条の違反がない限り、本契約締結後、譲渡日ま

での間に、譲渡対象事業について経営環境の変動、収入の減少等の事象が発生した場合で

あっても、本件譲渡価格は変更されない。 

（契約の解除） 

第 18 条  甲及び乙は、次の各号の一に該当した場合、本契約を解除することができる。た

だし、第１号及び第２号については、契約の目的を達成できない重要な条項に関するも

のの場合で、かつ、譲渡日前日までに解除の意思表示がなされた場合に限る。 

(1) 本契約のいずれかの条項に違反した場合。 

(2) 本契約のいずれかの条項の履行が不可能になったと認められた場合。 

(3) 譲渡日前日までに本事業譲渡に著しく支障をきたす事象が認められた場合で、甲及

び乙が協議のうえ合意した場合。 

２ 乙が、譲渡日までに次のいずれかに該当するときは、甲は本契約を解除することができ

る。 

(1) 本契約に関し、公正取引委員会が乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）

第 49条に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）又は独占禁止法第

62 条第１項に規定する納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該排除措置

命令又は納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第２

項の規定により取り消された場合を含む。）。 

(2) 本契約に関し、排除措置命令又は納付命令（これらの命令が乙又は乙の構成事業者で

ある事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令

で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令

全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、独占禁

止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 
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(3) 排除措置命令又は納付命令により、乙等に独占禁止法に違反する行為があったとさ

れた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本

契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が契約者に対

し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基

礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に、入札(見積書の提出を含む。)が行

われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

(4) 本契約に関し、乙(その役員又は使用人を含む。)に対し、独占禁止法第 89条第 1 項、

第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 90 条に規定する違反行為

をした場合に限る。)又は刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の６若しくは第 198 条

の規定による刑が確定したとき。 

(5) 役員等（「役員等」とは、乙の役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代

表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。 

(6)  暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(7) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認めら

れるとき。 

(9) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。 

(10) 中小受託取引、購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第５号から前号まで

のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

(11) 第５号から第９号までのいずれかに該当する者を中小受託取引、購入契約その他の

契約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該

契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

３ 前各項に基づき解除権を行使した者は、相手方に対し、違約金として本件譲渡基準価額

の 10％相当額（以下「違約金」という。）を請求することができ、当該請求を受けた相手

方は、直ちに違約金を支払う。なお、甲又は乙は、違約金を超える損害等が発生した場合、

相手方に対して当該超過分についてその賠償を請求することができる。 

（損害賠償） 

第 19 条  甲及び乙は、本契約の履行に関して、自らの責めに帰すべき事由によって、相手

方又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責めを負う。 

（契約の効力） 

第 20 条  本契約は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 467 条第１項第２号の規定によ

り事業譲渡に関する議案が甲の株主総会において可決されたとき及び兵庫県議会にお

いて県有財産譲渡契約に関する議案が可決されたときに成立し、効力を生じる。ただし、
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いずれかにて否決された場合、本契約は無効となり、甲は損害賠償の責めを負わないも

のとする。 

２ 前項の議決があったときは、甲は、その旨を直ちに乙に通知する。 

３ 理由の如何を問わず県有財産譲渡契約が終了した場合には、本契約は当然に終了する。 

（秘密保持等） 

第 21 条  甲及び乙は、相手方当事者から入手する譲渡対象事業及び本事業譲渡に関する

一切の情報（以下「秘密情報」という。）を本事業譲渡に関連するもの及び譲渡対象事業

の運営展開に関連するものにのみ使用し、県に開示する場合及び本事業譲渡に必要な範

囲内で役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に開示する場合を除き、

相手方当事者の事前の同意を得ずに、これを第三者に開示してはならない。ただし、次

の各号の一に該当するものについてはこの限りではない。 

(1) 相手方当事者から開示された時点で既に公知となっているもの 

(2) 相手方当事者から開示された後で自らの責めに帰すべき事由によらずして公知とな

ったもの 

(3) 相手方当事者から開示された時点で既に自ら保有していたもの 

(4) 第三者から適法に開示されたもの 

(5) 監督官庁その他公的機関から法令に基づいて開示を要求された場合 

２ 一方当事者が、その役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家を含む第三

者に対して、相手方当事者から入手する秘密情報を開示する場合、当該一方当事者は、そ

の第三者をして本条に基づく秘密保持義務を厳守せしめるよう善良な管理者の注意をも

って管理するものとし、当該一方当事者は、当該第三者による秘密保持義務のいかなる違

反に対しても責任を負うものとする。 

３ 本契約締結日後、譲渡日までに本事業譲渡について乙が公表を行う場合、当該公表の日

時、内容、方式等については事前に甲と協議するものとする。 

（相隣関係等への配慮） 

第 22 条 乙は譲渡日以後、十分な注意をもって譲渡対象資産等を管理し、近隣住民その他

第三者との紛争が生じないよう留意するとともに、万一紛争が生じたときは、全て乙の負

担と責任において解決しなければならない。 

２ 乙は譲渡日以後、近隣住民や地元関係団体等からの要望等に対し、誠意をもって協議に

応じなければならない。 

 

第２章 雑則 

（規定の適用関係） 

第 23 条 本契約、公募要領及び本提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本契約、

公募要領及び本提案の順に優先して適用されるものとする。 

２ 本契約又は公募要領等それぞれの書類間で矛盾又は相違があるとの疑義が生じた場合
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は、甲及び乙が協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、本契約、公募要領の規定内容と、本提案の内容に差異があ

った場合には、本提案に記載された提案内容が本契約又は公募要領に記載された条件を上

回るときに限り、本提案が優先して適用される。 

（誠実協議） 

第 24 条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲及び乙が誠実に協

議のうえこれを解決するよう努力するものとする。 

（準拠法及び裁判管轄） 

第 25 条 本契約は、日本国の法令に準拠し、それらに従って解釈されるものとする。 

２ 本契約に関連して生じた一切の紛争については、神戸地方裁判所を第一審の専属的合

意管轄裁判所とする。 
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 上記契約を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自１通を保有

する。 

  

 令和●年●月●日 

 

（甲）  

株式会社夢舞台 

     代表取締役 前田 正志 

（乙）  

     〇〇株式会社 

     取締役社長 〇〇 〇〇 
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別紙１ 譲渡対象資産等 

譲渡対象資産等は以下のとおり。 

・固定資産 

資産名 所在又は名称 数量 

土地 ホテル関連施設の敷地 一式 

建物 ホテル関連施設 一式 

構築物 ホテル構築物 一式 

  国際会議場構築物 一式 

  その他構築物 一式 

機械及び装置 機械及び装置 一式 

車両運搬具 車両運搬具 一式 

工具・器具・備品 工具・器具・備品 一式 

非償却資産 絵画等 一式 

リース資産 各種 AV 機器等 一式 

無形固定資産 各種システム等 一式 

 

・流動資産 

資産名 所在又は名称 数量 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

守秘義務対象資料として開示予定 
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別紙２ 譲渡対象債務 

 事業譲渡対象の債務は以下のとおり。 

資産名 所在又は名称 数量 

   

   

   

   

 

 

別紙３ 本件承継契約等 

 事業譲渡対象の契約等は以下のとおり。 

 契約書名 契約相手 契約期間 

１    

２    

３    

４    

 

守秘義務対象資料として開示予定 

守秘義務対象資料として開示予定 


